
新年のごあいさつ

新春のお慶びを申し上げます

　

原
村
に
お
い
て
は
、将
来
に
わ
た
っ
て
安

定
し
た
持
続
可
能
な
む
ら
づ
く
り
を
目

標
と
し
た「
原
村
地
域
創
生
総
合
戦
略
」、

人
と
自
然
と
文
化
が
息
づ
く
美
し
い
村
づ

く
り
を
目
標
に
し
た「
第
５
次
原
村
総
合

計
画
」、男
女
が
共
に
支
え
合
い
豊
か
な
地

域
づ
く
り
を
目
指
す「
男
女
共
同
参
画
基

本
計
画
」な
ど
の
推
進
に
よ
り
、自
分
た
ち

の
村
や
地
域
は
自
ら
が
守
り
発
展
さ
せ
て

行
く
住
民
自
治
意
識
を
高
め
、安
全
で
安

心
し
て
平
和
に
暮
ら
せ
る
、日
本
一
健
康

で
長
寿
の
む
ら
づ
く
り
を
進
め
て
行
か
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。原
村
議
会
と
い
た

し
ま
し
て
も
、住
民
の
皆
様
や
各
種
団
体

と
の
意
見
交
換
会
の
開
催
、「
議
会
だ
よ

り
」の
発
行
、議
会
改
革
検
討
委
員
会
を

設
け
て
議
会
活
動
の
充
実
に
向
け
検
討
を

進
め
、皆
様
の
負
託
に
応
え
ら
れ
る
開
か

れ
た
議
会
活
動
を
実
践
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

本
年
も
村
政
な
ら
び
に
村
議
会
に
一
層

の
ご
支
援
ご
鞭
撻
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。
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新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

 

希
望
に
満
ち
た
新
春
を
お
迎
え
の
こ
と

と
、心
よ
り
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

平
素
、村
政
並
び
に
村
議
会
の
運
営
に

格
別
な
る
ご
支
援
を
賜
り
深
く
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
。昨
年
は
、諏
訪
大
社
を
始

め
各
集
落
の
御
柱
祭
、全
国
植
樹
祭
行
事

の
県
下
各
地
で
の
開
催
、長
野
県
の
強
い

要
望
に
よ
り
８
月
11
日
が
山
の
日
に
制
定

さ
れ
国
民
の
祝
日
と
な
り
、原
村
に
お
い

て
も
八
ヶ
岳
自
然
文
化
園
で
記
念
行
事
が

行
わ
れ
る
な
ど
、長
野
県
に
と
っ
て
も
諏

訪
地
域
に
と
っ
て
も
注
目
さ
れ
る
年
と
な

り
、観
光
な
ど
の
産
業
振
興
や
地
域
活
性

化
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。

　

村
の
施
策
で
は
、新
保
健
セ
ン
タ
ー「
そ

よ
か
ぜ
」の
建
設
に
よ
り・
健
診
業
務
の
充

実
、新
水
源
の
建
設
に
よ
る
上
水
道
の
安

定
供
給
、「
日
本
で
最
も
美
し
い
村
」連
合

へ
の
加
盟
に
よ
る
景
観
対
策
の
推
進
、南

三
陸
町
と
の「
災
害
時
に
お
け
る
相
互
応

援
協
定
」に
よ
る
防
災
減
災
対
策
な
ど
の

強
化
等
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

今
、社
会
は
少
子
高
齢
化
、若
年
層
の

都
市
へ
の
流
出
、人
口
の
減
少
期
を
迎
え
、

国
政
、村
政
と
も
に
大
き
な
転
換
期
を
迎

え
て
い
ま
す
。

　

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。村
民
の
皆
さ
ま
に
は
、清
々
し
い
新

春
を
お
迎
え
の
こ
と
と
心
か
ら
お
慶
び
申

し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、昨
年
を
顧
み
ま
す
と
、海
外
で
は

英
国
が
国
民
投
票
で「
Ｅ
Ｕ
離
脱
」を
決
定
、

米
大
統
領
選
で
の
ト
ラ
ン
プ
氏
の
勝
利
。

国
内
で
は
日
銀
が
マ
イ
ナ
ス
金
利
導
入
を

決
定
、国
勢
調
査
で
初
め
て
人
口
が
減
少
。

原
村
で
は
、保
健
セ
ン
タ
ー「
そ
よ
か
ぜ
」の

開
設
。南
三
陸
町
と
の「
災
害
時
相
互
応
援

協
定
」の
締
結
。「
地
域
お
こ
し
協
力
隊
」の

活
動
開
始
。「
美
し
い
村
づ
く
り
推
進
委
員

会
」が
発
足
し
、講
演
会
や
原
小
中
学
生
に

よ
る
作
文
コ
ン
ク
ー
ル
、フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス

ト
を
実
施
。「
農
業
後
継
者
育
成
支
援
事

業
」の
創
設
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。

　

新
年
度
の
課
題
で
あ
り
ま
す「
樅
の
木

荘
」建
替
え
計
画
で
は
、主
な
建
設
資
金
と

し
て
公
的
起
債
を
想
定
し
て
お
り
ま
し
た

が
、「
地
方
公
共
団
体
な
ど
が
設
置
主
体
と

な
る
宿
泊
施
設
の
新
設
は
禁
止
す
る
」と

の
閣
議
決
定
に
よ
り
起
債
が
認
め
ら
れ
ま

せ
ん
。銀
行
等
よ
り
の
借
入
は
難
し
く
、村

の
健
全
財
政
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
計

画
の
見
直
し
が
必
要
と
判
断
致
し
ま
し
た
。

今
後
、現
有
施
設
の
利
活
用
等
を
含
め
て

再
検
討
を
進
め
ま
す
。

　

次
に
、医
療
費
特
別
給
付
金
の
老
人
医

療
費
に
つ
い
て
、昨
年
給
付
開
始
年
齢
を

66

70

66
歳
に
引
き
上
げ
ま
し
た
。そ
の
後
多
く

の
村
民
の
方
々
よ
り
最
終
70
歳
へ
の
引
き

上
げ
は
理
解
す
る
が
、具
体
的
に
、誕
生
日

に
よ
る
給
付
開
始
時
期
に
つ
い
て
の
見
通

し
を
示
す
こ
と
が
行
政
の
長
の
責
任
で
は

な
い
か
と
強
い
ご
意
見
を
頂
き
ま
し
た
。

現
在
、検
討
委
員
会
で
ご
議
論
い
た
だ
い

て
お
り
、方
向
性
が
決
ま
り
次
第
条
例
改

正
に
向
け
て
の
準
備
に
入
り
ま
す
。

　

そ
の
他
、原
村
奨
学
金
を
貸
与
か
ら
給

付
へ
変
更
。子
育
て
支
援
策
と
し
て「
子
育

て
支
援
短
期
入
所
事
業
」（
ひ
と
り
親
等
が

ケ
ガ
な
ど
で
入
院
す
る
場
合
、近
く
に
身

寄
り
が
居
な
い
場
合
子
供
を
預
か
る
）、

「
保
育
園
の
病
後
児
保
育
」、「
産
後
ケ
ア
」

な
ど
を
行
い
ま
す
。

　

ま
た
、村
が
将
来
想
定
す
る「
子
ど
も
子

育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
」が
、地
方
創
生
交
付

金
の
対
象
に
な
り
得
る
か
は
定
か
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、申
請
時
に
は「
基
本
設
計
が

明
確
に
な
っ
て
い
る
」こ
と
が
必
須
条
件
と

さ
れ
て
い
ま
す
。「
検
討
委
員
会
」を
設
け
、

事
前
準
備
を
進
め
ま
す
。

　

本
年
は「
第
５
次
原
村
総
合
計
画
」の
２

年
目
に
入
り
ま
す
。村
民
の
皆
さ
ま
と
協

働
し
て
、村
づ
く
り
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

皆
さ
ま
の
ご
健
勝
と
ご
多
幸
を
心
よ
り

お
祈
り
申
し
あ
げ
ま
し
て
、年
頭
の
挨
拶

と
し
ま
す
。

原
村
長

  

五
味 

武
雄

原
村
長

  

五
味 

武
雄

原
村
議
会
議
長

  

小
平 

雅
彦

原
村
議
会
議
長

  

小
平 

雅
彦
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原村の2016年を振り返る

5 42016  01 2016  01

3/24　第5水源 第5・第6配水池竣工

美しい村づくりへの取り組み 始まる

　「日本で最も美しい村」連合加盟を受け、今後の美しい村
づくりを推進していく「原村美しい村づくり推進委員会」が
発足しました。昨年6月に行った第1回会議では、16名の皆
さんが五味村長から委員に委嘱されました。
　平成28年の活動としては、7月�8月に、郷土館の土蔵に
設置する鏝絵を左官職人の方に依頼、制作の様子を一般公開
しました。11月には、美しい村づくり講演会を開催し、「美
しさ」について意見を出し合いました。また、作文コンクー
ル・フォトコンテストも開催し、応募作品の展示や人気投票
により入賞作品の発表を行いました。

42017  012017  015

　原村医療費特別給付金制度の改正により、平成 28年 4月
1日から、支給対象年齢が66歳以上に引き上げられました。
　同制度のあり方検討委員会では、住民アンケートを実施
し協議を重ね、平成27年7月に答申書を提出。これを受け、
条例改正に至りました。次年度以降も段階的に「70歳以上」
まで引き上げることとなります。

平成28年　諏訪大社御柱大祭

　既設水源の機能維持と安定した水道水確保のため、第5水
源及び第5・第6配水池が新設され、竣工式が行われまし
た。停電時の送水切り替えを円滑に行ったり、急遮断弁を
設置し災害時の水道配水拠点とするなど、災害対策の体制
を整えました。

5/2   南三陸町と「災害時相互応援協定」を締結

　宮城県南三陸町と原村が、災害時の相互応援協定を締結
しました。村が県外の自治体と協定を締結するのは初めて
となります。村では、震災当時、支援物資の搬送や職員の
派遣を行ったほか、短期リフレッシュ事業による被災者の
受入れを行いました。同時被災の可能性が低いことやこれ
らの縁により協定調印の運びとなりました。

4/28　保健センター「そよかぜ」開業

　村関係者をはじめ、建設関係者、「そよかぜ」の愛称命名者
が出席し、竣工式・内覧会が行われました。

6/8　交通死亡事故ゼロ1000日を達成

　今年の6月8日に、交通死亡事故発生件数ゼロ1000日を達
成し、8月29日に県交通安全運動推進本部から表彰状が授与
されました。

　丙午年にあたる平成28
年、7年に1度の大祭「諏訪
大社御柱祭」が盛大に挙行
されました。この年、原・
泉野は本宮四の御柱を曳き
あて、4月・5月には山出し～
里曳きが、9月・10月にかけて
は各地区の小宮祭が盛大に
開催されました。

4/1　医療費特別給付金 支給年齢を引き上げ

図書館開館20周年記念

11/1　地域おこし協力隊を任命

　「地域おこし協力隊」として、尾島美咲さんを委嘱しました。
これは、都市住民を協力隊員として受け入れ、地域おこし活動
や農林業の支援などに従事してもらい、活動そのものによる地
域の活性化とあわせて、隊員が最終的に地域に定着することに
よる地域の活性化移住促進を図ることを目的としています。

　平成8年8月3日の開館から昨年で20周年を迎えました。
これを祝し、記念行事の開催や新しいライブラリーバック
の配布等を行いました。
　原村図書館は、平成27年6月には図書貸出数が200万冊を
突破、昨年11月には村民一人あたりの貸出数が富士見町に
並んで県内1位となりました。

8/24　諏訪東京理科大学
　　　公立化を目指した基本協定締結

　諏訪地域6市町村と学校法人東京理科大学及び長野県
は、平成30年4月に諏訪東京理科大学を公立大学として
開学することを目指して基本協定を締結しました。これ
を受けて、学校法人東京理科大学理事長、諏訪地域6市
町村長、長野県県民文化部長の計8名で組織される「諏
訪東京理科大学公立化等検討協議会」を設置し、公立化
を含めた今後のあり方等について協議を行っています。

　「レストハウス樅の木荘」については、建替えを基本に検討
を進めてきましたが、村の健全財政を維持していく上で、施設
規模や機能をふまえ計画を見直すこととなりました。当初予
定していた公的起債による長期の借入れが困難となり見直し
が必要と考えます。今後は、建設委員会から提出されたトータ
ルコンセプト案を参考に計画の再検討をしていく方針です。

8/29　「樅の木荘」建替え計画の見直し

特集
原村の２０１６年
　　　を振り返る

明けましておめでとうございます。
昨年は皆様にとってどんな一年でしたで
しょうか。2016年の原村の主な出来事を

写真とともに振り返ります。



7 62017  012017  01

申
告
期
間…

２
月
16
日(

木)

〜
３
月
15
日(

水)

問
　
【
所
得
税
に
つ
い
て
】

　
　
　
諏
訪
税
務
署　

☎
52
‐
1
3
9
0
（
自
動
音
声
案
内
）

　
　
【
村
・
県
民
税
に
つ
い
て
】

　
　
　
住
民
財
務
課
税
務
係　

☎
79
‐
7
9
2
3
（
直
通
）　

≪申告相談に必要なもの≫

収
入
に
関
す
る
書
類

控
除
に
関
す
る
書
類

そ
の
他

給与・公的年金所得者 源泉徴収票または支払者の証明書

農業・不動産・営業等所得者 収支内訳書など（事前に作成してお持ちください）

雑所得者

一時所得者 生命保険契約等の一時金、損害保険契約の満期返戻金などの支払証明書

個人年金、太陽光発電の売電収入、シルバー人材センターの配分金等の支払
証明書

社会保険料控除 国民年金保険料、その他社会保険料の支払額がわかるもの

生命保険料控除
地震保険料控除

保険会社等から契約者に送付される生命保険料・地震保険料（旧長期損害
保険料）等の控除証明書

医療費控除 医療費・介護の明細書、領収書等（明細書は、診療を受けた人別、又は病院
別に集計してください）

障害者控除 障害者手帳・療育手帳、障害者控除対象者認定書等

配偶者控除/配偶者特別控除 配偶者の収入がわかるもの（源泉徴収票等）

寄附金控除 寄附した団体等から交付された寄附金受領証明書等

印鑑、筆記用具、計算機、村・県民税申告書（事前に送付されている人）、本人名義の金融機関の口座番号が
わかるもの、届出印（口座振替の届出をする人）、前回の申告書や収支内訳書の控え

マ
イ
ナ
ン
バ
ー

※社会保障・税番号（マイナンバー）制度の導入に伴い、申告書にマイナンバー（12桁）の記載が必要です。ま
た、番号法に定める本人確認のため、次のいずれかの書類の添付をお願いします。
・マイナンバーカード（個人番号カード）の写し
・通知カードの写しおよび運転免許証など身分証明書の写し

○
給
与
・
公
的
年
金
等
支
払
報
告
書
に
記

　

載
さ
れ
て
い
な
い
控
除
を
受
け
よ
う
と

　

す
る
方

○
収
入
が
全
く
な
く
、他
の
親
族
の
被
扶

　

養
者
に
な
っ
て
い
な
い
方

◆
村
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
い
人

　

次
に
該
当
す
る
方
は
、村
・
県
民
税
の
申

告
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

○
平
成
28
年
分
所
得
税
の
確
定
申
告
書
を

　

提
出
す
る
方

○
収
入
が
年
末
調
整
さ
れ
た
給
与
だ
け
で
、

　

勤
務
先
か
ら
給
与
支
払
報
告
書
が
当
村

　
に
提
出
さ
れ
て
い
る
方

○
収
入
が
公
的
年
金
だ
け
で
、年
金
の
支

　

払
先
か
ら
公
的
年
金
等
支
払
報
告
書
が

　

当
村
に
提
出
さ
れ
て
い
る
方

○
平
成
28
年
中
の
収
入
が
全
く
な
か
っ
た

　

方
で
、村
内
に
お
住
ま
い
の
方
の
扶
養
親

　

族
と
さ
れ
た
方

　◆
次
の
点
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

■
16
歳
未
満
の
扶
養
親
族
は
控
除
対
象
外

で
す
が
、氏
名
や
生
年
月
日
等
を
必
ず
明

記
し
て
く
だ
さ
い
。

■
医
師
に
よ
る
診
察
や
治
療
に
か
か
っ
た

費
用
の
他
、治
療
や
診
療
の
た
め
の
医
薬
品

を
購
入
し
た
費
用
も
医
療
費
控
除
の
対
象

と
な
り
ま
す
。

申告書及び各種資料は、
2月から役場1階住民財務課
の窓口でお配りしますので、
ご利用ください。

所
得
の
申
告
は
お
早
め
に

　

所
得
の
申
告
は
、納
税
の
た
め
だ
け
で
は

な
く
、所
得
証
明
書
の
発
行
、国
民
健
康
保

険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
・
保
育
料

等
の
算
定
や
軽
減
判
定
、各
種
年
金
や
手

当
の
支
給
の
た
め
の
大
切
な
手
続
き
で
す
。

所
得
の
有
無
・
多
少
に
か
か
わ
ら
ず
必
ず

申
告
書
を
提
出
し
ま
し
ょ
う
。

　

な
お
、提
出
は
郵
送
で
も
構
い
ま
せ
ん
。

◆
村
で
受
付
す
る
申
告

○
村
・
県
民
税
申
告

○
所
得
税
の
確
定
申
告
の
う
ち
、給
与
・
年

　

金
な
ど
の
申
告
、白
色
申
告
者
の
申
告
、

　

医
療
費
控
除
な
ど
の
還
付
申
告

◆
村
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
人

　

村
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
方
は
、平

成
29
年
１
月
１
日
現
在
原
村
に
住
所
の
あ

る
方
で
、次
に
該
当
す
る
方
で
す
。

○
平
成
28
年
中
に
所
得
の
あ
っ
た
方

○
２
か
所
以
上
か
ら
給
与
を
受
け
た
方

○
給
与
所
得
者
で
給
与
以
外
の
所
得（
20

　

万
円
未
満
も
含
む
）が
あ
る
方

○
給
与
支
払
報
告
書
を
当
村
へ
提
出
し
て

　
い
な
い
勤
務
先
か
ら
給
与
を
受
け
た
方

○
中
途
退
職
な
ど
で
年
末
調
整
を
受
け
て

　
い
な
い
方

○
公
的
年
金
の
支
払
い
を
受
け
て
い
る
方

　

で
年
金
以
外
の
所
得（
20
万
円
未
満
も

　

含
む
）が
あ
る
方

↑

■
障
害
者
控
除
の
認
定
書
の
発
行

　

65
歳
以
上
で
要
介
護
・
要
支
援
認
定
を

受
け
て
お
り
、一
定
の
要
件
を
満
た
す
方

に
、所
得
税
や
住
民
税
な
ど
の
障
害
者
控

除
の
た
め
の「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定

書
」を
発
行
し
ま
す
。介
護
保
険
の
認
定
の

基
準
と
税
の
障
害
者
控
除
の
基
準
が
異
な

る
た
め
、介
護
認
定
を
受
け
た
だ
け
で
は
、

税
の
障
害
者
控
除
を
受
け
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。

　

税
の
障
害
者
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は

担
当
係
へ
申
請
を
し
て「
障
害
者
控
除
対
象

者
認
定
書
」の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

※

対
象
者
や
申
し
込
み
等
、詳
し
く
は
、地

域
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
健
康
づ
く
り
係（
☎

79‐

７
７
０
３
）ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

■
社
会
保
険
料
納
付
済
額
通
知
書
の
送
付

　

１
月
下
旬
に
平
成
28
年
中
に
国
民
健
康

保
険
税
・
介
護
保
険
料
・
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方
に
、社
会
保
険

料
納
付
済
額
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。こ

れ
ら
は
、「
平
成
28
年
分 

所
得
税
確
定
申

告
」「
平
成
29
年
度 

村
・
県
民
税
申
告
」の

際
、社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま

す
の
で
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、特
別
徴
収
納
付
済
額（
年
金
か
ら

の
天
引
き
）に
つ
い
て
は
、本
人
以
外
の
方

が
社
会
保
険
料
控
除
と
し
て
使
用
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。

■
扶
養
控
除
・
配
偶
者
控
除

　

扶
養
親
族
、配
偶
者
の
年
間
の
合
計
所

得
金
額
が
38
万
円
以
下
で
あ
れ
ば
、扶
養

控
除
・
配
偶
者
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。し

か
し
、所
得
が
１
円
で
も
超
え
て
い
る
場
合

は
、控
除
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、配
偶
者
控
除
と
は
別
に
、納
税
者

本
人
の
合
計
所
得
金
額
が
１
，０
０
０
万

円
以
下
の
場
合
で
、か
つ
、配
偶
者
の
合
計

所
得
金
額
が
38
万
円
超
76
万
円
未
満
の
場

合
に
は
、配
偶
者
の
所
得
金
額
に
応
じ
て
認

め
ら
れ
る
配
偶
者
特
別
控
除
が
あ
り
ま
す
。

■
生
命
保
険
料
控
除
・
地
震
保
険
料
控
除

　
一
般
の
生
命
保
険
料
、介
護
医
療
保
険

料
及
び
個
人
年
金
保
険
料
を
支
払
っ
た
場

合
に
は
、年
間
の
支
払
保
険
料
に
応
じ
て
、

生
命
保
険
料
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

平
成
24
年
１
月
１
日
以
後
に
締
結
し
た

保
険
契
約
等
に
係
る
保
険
料
と
平
成
23
年

12
月
31
日
以
前
に
締
結
し
た
保
険
契
約
等

に
係
る
保
険
料
で
は
、生
命
保
険
料
控
除
の

取
扱
い
が
異
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、地
震
保
険
料
を
支
払
っ
た
場
合

も
、年
間
の
支
払
保
険
料
に
応
じ
て
、地
震

保
険
料
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
ふ
る
さ
と
納
税
に
つ
い
て

　

ふ
る
さ
と
納
税
を
行
い
、所
得
税
・
住
民

税
か
ら
控
除
を
受
け
る
に
は
、原
則
と
し
て

確
定
申
告
が
必
要
で
す
。確
定
申
告
を

行
う
必
要
の
な
か
っ
た
給
与
所
得
者
等

に
は
、ふ
る
さ
と
納
税
を
あ
ら
か
じ
め

申
告
す
る
こ
と
で
申
告
が
不
要
に
な
る

「
ふ
る
さ
と
納
税
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
制

度
」が
あ
り
ま
す
。た
だ
し
、適
用
を
受

け
ら
れ
る
の
は
ふ
る
さ
と
納
税
を
行
う

自
治
体
の
数
が
５
団
体
以
内
に
限
ら
れ

ま
す
。

※

青
色
申
告
の
方
、土
地
や
株
式
等
の

譲
渡
が
あ
る
方
、初
め
て
所
得
税
の
住

宅
借
入
金
等
特
別
控
除（
住
宅
ロ
ー
ン

控
除
）の
申
告
を
さ
れ
る
方
は
、諏
訪
税

務
署
で
確
定
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

確
定
申
告
書
、村
・
県
民
税
申
告
書
の
提
出
時
期
が
近
づ
き
ま

し
た
。早
め
に
作
成
し
て
忘
れ
ず
に
提
出
し
ま
し
ょ
う
。

個
別
相
談
を
希
望
す
る
方
は
、相
談
会
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

❖ 自宅のパソコンで確定申告書を作成し
　　　　　　　郵送等で提出ができます ❖
　確定申告書は、国税庁ホームページ「確定申告書等作成
コーナー」を利用すれば、税額などが自動計算され、簡単に
作成できます。
　作成した申告書をご自宅のプリンターで印刷すれば、混雑
した会場に行くことなく郵送等で提出することができます。
詳しくは、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）をご
覧ください。

所得の申告はお早めに
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所得の申告はお早めに

■ 村・県民税申告相談会 ■
☆
正
午
〜
午
後
１
時
は
休
憩
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

☆
平
成
29
年
の
申
告
か
ら
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
及
び
本
人
確
認
書
類
の
写
し
の
提
出
が
必
要
で
す
。

☆
相
談
者
の
人
数
に
よ
っ
て
は
、長
時
間
お
待
ち
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。時
間
に
余
裕
を
持
っ
て

　

お
越
し
く
だ
さ
い
。

☆
収
支
内
訳
書
や
医
療
費
の
明
細
書
は
、必
ず
事
前
に
作
成
し
て
お
越
し
く
だ
さ
い
。

☆
申
告
相
談
会
の
期
間
中
は
、住
民
財
務
課
窓
口
で
の
相
談
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

☆
青
色
申
告
の
方
、土
地
や
株
等
譲
渡
所
得
の
あ
る
方
、住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
の
あ
る
方
等
は
、

　

税
務
署
で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

☆
所
得
税
の
還
付
の
申
告
書
は
、１
月
４
日（
水
）か
ら
税
務
署
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

受　付　時　間

午前9時30分～午後3時

午前9時30分～午後3時

午前9時～午後3時

午前9時～正午

午前9時～正午

午前9時～午後3時

午前9時～午後3時

午前9時～正午

午前9時～正午

午前9時～正午

午前9時～正午

午前9時～正午

午前9時～正午

午前9時～午後3時

午前9時～午後3時

午前9時～午後3時

場　所

役場３階講堂

役場３階講堂

役場３階講堂

大久保公民館

柳沢公民館

役場３階講堂

役場３階講堂

八ッ手公民館

払沢公民館

柏木公民館

菖蒲沢公民館

室内公民館

中新田公民館

役場３階講堂

役場３階講堂

役場３階講堂

　

１６日（木）

１７日（金）

２０日（月）

２２日（水）

２３日（木）

２４日（金）

２７日（月）

２８日（火）

２日（木）

３日（金）

６日（月）

７日（火）

９日（木）

１０日（金）

１３日（月）

１４日（火）

      実　施　日　

２月

３月

＊の日は、税理士会主催の確定申告相談を同時開催します
■開催日／2月16日（木）、17日（金）
■時　間／午前9時30分～午後3時
■お持ちいただく書類
　前年度申告書の控え（代理送信した方は、送信時のプリントアウト）、口座名・口座番号等の資料、
　予定納税額・口座振替の有無のわかるもの、税務署からのお知らせはがき
　※なお、次に該当する方は計算等相談内容が複雑ですので、この相談会では受付できません。
　　・土地や建物、株式、ゴルフ会員権等の資産を売却または交換をした方
　　・新たに住宅借入金等特別控除を受ける方
　　・事業所得、農業所得、不動産所得、雑所得を有する方で前年分の所得金額が300万円を超える方
　　・消費税の申告をする方で前々年分の課税売上金額が3,000万円を超える方
　　・贈与税の申告をする方

申告書の提出・問い合わせ先

【村・県民税申告書について】
　原村役場 住民財務課 税務係
　〒３９１－０１９２
　長野県諏訪郡原村６５４９番地１
　電話：７９－７９２３（直通）

【所得税の確定申告書について】
　諏訪税務署
　〒３９２－８６１０
　長野県諏訪市清水２丁目５番２２号
　電話：５２－１３９０（代表）

あなたは申告する必要があるでしょうか？確認してみましょう！

＊

＊

 

   

  

28

 

 

 

29 1 1

 

28

 

28

 

 

29 1 1

 

 

1

 

 

 

 

20  

1   

  

 

 

 

 

 

 

400  

 

 

 
 

  

  



国保だより

平成27年度国民健康保険特別会計

　　決算状況をお知らせします

国 保
だ

よ
り

　平成27年度国民健康保険特別会計の単年度収支は、歳入11億5,124万円、歳出12億657万円となり、5,533

万円の赤字でした。そのため、平成28年度への繰越額は、1億166万円となりました。

　国保加入者の総医療費は9億1,295万円で、保険給付費は6億9,442万円（前年比6,125万円増、9.67％増）、

一人当たりの医療費は31万6,902円（前年比2万8,913円増、10.1％増）となり、増加傾向にあります。

　歳出の割合は、保険給付費57.6％、共同拠出事業20.8％、後期高齢者支援金11.7％、介護納付金5.2％、保険

事業費1.0％でした。

　歳入・歳出状況の詳細は、広報はら10月号をご覧ください。

　医療費は全国的にも増加傾向にあり、医療費や保

険税を抑制するためにも、日頃から健康管理をする

とともに病気の早期発見・早期治療に努めることが

大切です。

　役場医療給付係と健康づくり係が連携し、健康長

寿のための保健事業「そよかぜの集い」や特定健診

などを行っていますので、積極的にご参加ください。

  ○人間ドックを受けられた方へ

　　～補助制度のご案内（国保加入者）～

　　・日帰り受診／15,000円

　　・一泊受診／30,000円
　　平成27年度実績 日帰り115件、一泊26件

  ○平成27年度特定健診等受診者数

　　・集団検診　451人

　　・医療機関健診　143人

　　・保健指導　34人

　　平成27年度実績 対象者1,845人、受診者735人

　　　　 （受診率 原村39.8％、長野県平均45.8％）

原　　村

一般国保

退職全体

全　　体

一人当たり医療費

31万5,392円

34万0,052円

31万6,902円

伸び率　

10.1%

3.65%

10.04%
問　保健福祉課医療給付係　☎79‐7926（直通）

国保特別会計 歳入歳出決算額の推移

平成27年度 一人当たり医療費と伸び率

医療費を抑えるために

歳　　出歳　　入

総務費
2,730万円（2.3%）

保険給付費
6億9,442万円

57.6%

後期高齢者支援金等
１億4,065万円

11.7%

5.2%

前期高齢者納付金等
10万円（0.0%）

介護納付金
　　6,291万円

共同事業拠出金
2億5,083万円 20.8%

保健事業費
1,182万円
（1.0%）

諸支出金 1,854万円（1.5%）

20.9%

16.1%

17.0%

18.0%

12.0%
国民健康保険税
2億7,390万円

国庫支出金
　2億1,117万円

使用料及び手数料
11万円（0.0%）

療養医療費等交付金
5,120万円（3.9%）前期高齢者交付金

2億2,251万円
県支出金
6,815万円
（5.2%）

共同事業交付金
2億3,614万円

繰越金
1億5,700万円

繰入金
8,559万円

6.5%

諸収入
247万円（0.2%）

11億5,123万9,035円
（繰越金を含むと13億824万800円）

12億657万3,638円
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民生委員・児童委員のご紹介

平成　
　28年12月1日から私たちが民生児童委員です

笠原 一義
〈大久保〉

末松 章男
〈柳沢〉

小池 六津子
〈柳沢・農場〉

行田 吉光
〈八ッ手〉
※副会長

小池 さくら子
〈八ッ手〉

野明 晃
〈払沢〉

　平成25年から3年間、民生委員・児童委員としてご尽力された24名のうち19名の方が、11月30日を
もって退任され、12月1日に感謝状が贈呈されました。6年以上在任して退任された、鎌倉美紀子さん、
鎌倉房子さんのお二人には、厚生労働大臣から感謝状が贈呈されました。
　式では、第24期代表者の五味勇吉さんが、「今は、地震や災害などこれから何が起きるか分から
ない時代。大変ではありますが、常に意識を持って『地域包括ケア』に取り組んでいきましょう」と委
員の皆さんを激励しました。
　民生委員・児童委員は民生委員法等に基づき、社会福祉に熱意のある人が地域の推薦を受け、大
臣から委嘱されます。一定の区域を担当し、生活や家族の問題、高齢者、障がい者、児童、ひとり親な
どあらゆる分野の相談に応じ、助言や支援を行っています。

民
生
委
員
・
児
童
委
員
（
厚
生
労
働
大
臣
の
委
嘱
）　

◆ 　

原
村
福
祉
委
員
（
村
長
の
委
嘱
）

鎌倉 安美
〈払沢〉

牧野 智保美
〈払沢〉

清水 弘之
〈柏木〉

清水 佳代子
〈柏木〉

五味 勇吉
〈菖蒲沢〉
※会長

小林 伴子
〈室内〉

篠原 昭仁
〈中新田〉

小池 鈴子
〈中新田〉

小林 光子
〈中新田〉

松井 茂
〈判之木、南原〉

能勢 ちよ
〈上里〉

今井 厚一
〈やつがね〉

古石 哲雄
〈ペンション〉

蠣崎 睦子
〈原山〉
※副会長

早坂 義征
〈原山〉

金子 治代
〈原山〉

小林 晴美
〈全村（児童担当）〉
※主任児童委員

多田 紀子
〈全村（児童担当）〉
※主任児童委員

民生委員・児童委員委嘱状伝達、原村福祉委員（第24期）委嘱状交付
及び　退任民生委員・児童委員感謝状贈呈式

皆さんと同じ地域に住む私たちに、何でもお気軽にご相談ください。
第24期民生委員・児童委員24名（再任5名、新任19名）の皆さんへ厚生労働大臣の委嘱状が伝達され、五味村長から
は原村福祉委員として委嘱状が交付されました。それぞれ任期は、平成28年12月1日～平成31年11月30日までです。



冬季開催 体操系サロンのご案内
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ずくだせカフェをご存知ですか？

★「ずくだせカフェ」とは…？
　平成24年度に始まり、原村地域包括医療推進協議会の健
康づくり委員会が中心となり開催しています。
　「参加を惜しまず」「発言を惜しまず」「実行を惜しまず」の
理念のもと、ずくだせカフェと命名しました。村の健康や医療
につながるテーマで、これまでに6回開催しました。

★これまでのテーマ
　第1回　今後ずくだせカフェで話し合いたいこと
　第2回　たばこについて
　第3回　冬場の運動について
　第4回　健診について
　第5回　立つ・歩く ～これからも、歩き続ける原村へ～
　第6回　ツレがロコモになりまして
　　　　　～ロコモって何ずら？あぁごしたい～

★グループワークの様子を一部ご紹介
　その1：まさか自分が。ロコモ度チェックできなくてショック。
　　　　→冬場の運動する場所の確保・意識改革
　その2：ロコモになりたくない。
　　　　→ながら運動をする。原村弁ラジオ体操や健診時に
　　　　　ロコモ度チェックができたらいいな。
　　　　　ポイント制の運動サロンや健康診断があればいいかも。
　その3：みんなロコモ予備軍だ。
　　　　→冬場に室内でできる運動など情報がほしい。
　　　　　近くなったら車を使わずに歩こう！
　その4：お年寄りの話じゃなかった。身近にロコモがある。
　　　　→美しくあるために、全身鏡をみて自己チェック！
　　　　ラジオ体操を3番まで流してほしいな。

　10月1日、保健センター「そよかぜ」を会場に、総勢32名の皆
さんが参加してくださいました。
　今年は体を動かす「ロコモ度チェック」「立ち上がりステップ」
「２ステップテスト」「問診票ロコモ25」をグループに分かれてチ
ェックしていただきました。始まって約1時間、体を動かしたこと
で昼過ぎの眠くなる時間でも目がぱっちりしていました。
　その後は、原村診療所医師の藤川先生から、骨・関節・筋肉
などの運動器障害（ロコモティブシンドローム）や疾患の説明と、
その予防法について話をお聞きしました。また、ロコモに対する
思いや明日から自分たちにできることについてグループワークで
話し合いました。

　≪これまでに実現した意見≫

○役場等、公共施設の分煙化促進

○ラジオ体操を有線放送で流す

○農閑期の実施

○健診申込書の改正

○スタイルアップ教室の開催回数を増やす

○女性健診の女性スタッフ確保

○小規模健診で待ち時間の短縮化を図る

○小中学生を対象に禁煙ポスターを募集し、優秀作を公共施設等へ掲示する

第6回ずくだせカフェの様子

　いただいたご意見は、今後実現に向
けて検討していきます。
　次ページでは冬季の運動教室をご
案内しています。生活総合カレンダー
とあわせてご覧ください。

体操系
サロン名

運動サロン「ほっこり」
原山 健康教室

コンディショニング＆ピラティス
健康スタイルアップ教室

11月～3月

火曜日

午後0時30分～午後2時30分

もみの湯 レストルーム

2次予防・高齢者一般

30名

100円

工作会等があるため、
眼鏡があると良いです

原村体操（棒体操）／さくらの
レクレーション／包括
茶話会／社協

社協・包括　☎70－1200

2次予防対象者は送迎が可能で
す。（包括まで要事前予約）

会場の関係で、定員に達し次第
参加を締め切る場合があります。

実施月

曜　日

時　間

会　場

対象者

定　員

参加費

持ち物

内容

／講師

問い合わせ

備考

11月～3月

第1・第3木曜日

午後1時30分～午後3時

八ヶ岳自然文化園 研修室

原山・ペンション地区にお住いの方

30名程度

200円

マットか厚手のバスタオル、飲み物

コンディショニング＆ピラティス
／小林あかね先生

包括　☎70－1200

対象地区住民に向けた教室のため、
参加紹介の際には必ず、包括（藤森
さん）まで事前確認をお願いします。

9月～1月

木曜日

午後1時30分～午後3時

地域福祉センター 多目的ホール

国保被保険者で特定健診を受けた方

30名程度

無料

マットか厚手のバスタオル、飲み物

運動教室
／小林あかね先生

健康づくり係　☎75－0228

電話又はFAXにてお申し込みくださ
い。男性の方の参加者もいらっしゃ
います。お気軽にご参加ください。

≪冬季 体操系サロン一覧≫

＝窓口：社会福祉協議会・地域包括支援センター

＝窓口：保健福祉課 健康づくり係
　　　　（保健センター内）

＝窓口：老人保健施設さくらの

体操系
サロン名

実施月

曜　日

時　間

会　場

対象者

定　員

参加費

持ち物

内容

／講師

問い合わせ

備考

有酸素運動と
脳トレーニング教室

南原 健康教室 「つどい」 参加型体験サロン「いずみ」

12月～3月

木曜日

午前10時～正午

各区公民館（※備考欄参照）

各地区にお住いの方・
村内にお住まいの方

各会場の収容可能人数

無料

飲み物

原村体操（棒体操）／社協
脳トレ／五味勇吉さん

社協　☎79－7228

1月19日 中新田公民館
1月26日 やつがね公民館
2月9日 上里公民館
2月23日 柳沢公民館
3月9日 八ッ手公民館
3月16日 払沢公民館
3月23日 柏木公民館

11月～3月

金曜日

午後1時～午後3時

南原公民館

村内にお住まいの方

公民館の収容可能人数

無料

飲み物

原村体操（棒体操）セラバンド体操
／小林あかね先生

さくらの　☎70－1222　

教室終了後、片付けの手伝いをお
願いします。

11月～3月

第1・第3金曜日

午後1時～午後3時

地域福祉センター 多目的ホール

村内にお住まいの方

20名程度～

100円

飲み物

原村体操（棒体操）／社協
レクレーション／いずみ有志

いずみ（事務局：社協）☎79－7228

金額・会場が変更となる場合があり
ます。飛び入り参加も可能ですが、
事前に社協（牛山さん・関さん）ま

でご連絡ください。

ずくだせカフェ活動報告

TEL（0266 79-7092   FAX 0266 79-7093

HARAMURAWorld
第 回

13:30　15:30

2016 10 1 cafecafe

　健康・医療をめぐる様々なテーマについて、原村のみなさんと医療・行政の
担当者がともに学び対話する場です。
　どんな立場の人でも参加できて、カフェのように楽しく対話ができる場所を
ご用意します。みなさんお誘い合わせのうえご参加ください。

が　　          になりましてツレツレ
って何ずら？って何ずら？



狩猟免許試験等のご案内 / 諏訪湖浄化講演会
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I N F O R M A T I O N

日 土金木水火月

1 月 2月

　 　 　 　 　 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10１１
12 13 14 15 

J a n u a r y  t o  F e b r u a r y

■役場　☎79-2111
土曜日、日曜日、祝日

■地域福祉センター   ☎79-7092
土曜日、日曜日、祝日

■保健センターそよかぜ ☎75-0228
土曜日、日曜日、祝日

■原村診療所　☎79-2716
土曜日、日曜日、祝日

■中央公民館　☎79-7940
土曜日、日曜日、祝日

■社会体育館　☎79-4922
H29年3月まで（耐震改修工事）

月曜日、祝日、1/27
■図書館　☎70-1500

■八ヶ岳美術館　☎74-2701
無休

■八ヶ岳自然文化園 ☎74-2681
火曜日、2/13

■もみの湯　☎74-2911
1/18、2/15

　

本
年
度
最
後
と
な
る
、第
4
回
目

の
狩
猟
免
許
試
験
を
実
施
し
ま
す
。

ま
た
、こ
れ
に
併
せ
て
試
験
内
容
に

即
し
た
初
心
者
狩
猟
免
許
試
験
講

習
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

狩
猟
免
許
は
趣
味
と
し
て
の
楽
し

み
の
ほ
か
、有
害
鳥
獣
の
捕
獲
等
、地

域
に
貢
献
す
る
有
意
義
な
資
格
で

す
。長
野
県
内
に
お
住
い
の
方
で
、狩

猟
免
許
の
取
得
を
お
考
え
の
方
や
、

種
別
の
異
な
る
狩
猟
免
許
を
取
得
し

た
い
方
は
ぜ
ひ
講
習
を
受
け
、受
験

し
ま
し
ょ
う
。

■
狩
猟
免
許
試
験

日
時
●
2
月
18
日
土
、午
前
８
時
30

分
〜
午
前
９
時（
受
付
）

場
所
●
諏
訪
合
同
庁
舎

■
初
心
者
狩
猟
免
許
試
験
講
習
会

日
時
●
2
月
11
日
土
、午
前
８
時
30

分
〜
午
前
９
時（
受
付
）

場
所
●
諏
訪
合
同
庁
舎

免許の種類 使用できる猟具 受験可能年齢
（試験日当日）

網猟免許

わな猟免許

第一種銃猟免許

第二種銃猟免許

網を使用した狩猟

わなを使用した狩猟

装薬銃を使用した狩猟

空気銃を使用した狩猟

満18歳以上

満20歳以上

《 

試
験
・
講
習
会
の
申
し
込
み 

》

　
受
付
期
間
●
1
月
16
日
月
〜
1
月
27
日
金
ま
で

　
申
込
み・お
問
い
合
わ
せ
先
●

　
　
長
野
県
林
務
部
森
林
づ
く
り
推
進
課

　
　

鳥
獣
対
策
・
ジ
ビ
エ
振
興
室

　
　

☎
0
2
6
‐
2
3
5
‐
7
2
7
3

水の動きの観点から諏訪湖をみる
平成28年度　諏訪湖浄化講演会

　近年、諏訪湖の下層では溶存酸素濃度が非常に小さくなる貧酸素が

拡大し、魚介類など水生生物の生息環境に悪影響を及ぼしています。

　貧酸素をはじめ、このような諏訪湖内の水の動きを知ることは、諏訪湖

の生態系保全・水質浄化を行っていく上で必要不可欠となっています。

　本講演会では、貧酸素対策に代表される生態系保全・水質浄化を考える

上での基礎となる「水の動き」の観点から諏訪湖を見ていきます。

1972年9月　兵庫県神戸市生まれ

1997年3月　京都大学大学院 工学研究科修士過程 修了

1997年4月　運輸省港湾技術研究所海洋環境部研究官

2000年4月　信州大学 工学部助手

2007年4月　信州大学 工学部助教　現在に至る

講 師　信州大学工学部

　　　 豊田 政史　助教
とよた　　　まさし

日 時　1月25日（水）　午後6時30分～午後8時

場 所　諏訪市役所 5階大会議室

　　　 ※市役所駐車場をご利用いただけますが、台数に限りがありますので

　　　　　 乗り合わせ等でのご来場に、ご協力をお願いいたします。

入場無料・申込不要、どなたでも参加できます。

 

≪主催者・お問い合わせ先≫

・諏訪湖浄化対策連絡協議会（諏訪市生活環境課内）

　　☎52‐4141（内線215）

・美しい環境づくり諏訪地域推進会議

　（諏訪地方事務所 環境課内）☎57‐2952

狩
猟
免
許
試
験
・

初
心
者
向
け
講
習
会
の
ご
案
内

日本年金機構ホームページ
http://www.nenkin.go.jp/

　

原
村
商
工
会
で
は
、誰
で
も
楽

し
め
る
、冬
だ
か
ら
で
き
る
、冬

に
し
か
で
き
な
い
遊
び「
ス
ノ
ー

ト
レ
ッ
キ
ン
グ
」を
開
催
し
ま
す
。

ス
ノ
ー
シ
ュ
ー
で
白
銀
の
世
界
を

歩
い
て
み
ま
せ
ん
か
。

日
時
●
２
月
５
日
日

　

午
前
10
時
30
分
〜
午
後
1
時

集
合
●
午
前
10
時
30
分

　
　
　

八
ヶ
岳
自
然
文
化
園

参
加
費
●
1
，0
0
0
円

　
　
　
　
（
軽
食
代
込
み
）

持
ち
物
●
雪
の
中
を
歩
け
る

シ
ュ
ー
ズ
、ス
ノ
ー
シ
ュ
ー
、ス

ト
ッ
ク
、ザ
ッ
ク 

等

※
ス
ノ
ー
シ
ュ
ー
を
お
持
ち
で
な

い
方
は
、１
，０
０
０
円（
ス
ト
ッ

ク
付
）で
レ
ン
タ
ル
い
た
し
ま
す
。

申
込
締
切
●
1
月
23
日
月

　
長
野
県
岡
谷
技
術
専
門
校
で

は
、「
も
の
づ
く
り
技
術
科
」及
び

「
機
械
制
御
科
」の
平
成
29
年
度

訓
練
生
を
募
集
し
ま
す
。

訓
練
期
間
●
6
か
月（
平
成
29

年
4
月
〜
9
月
）

募
集
定
員
●
10
名

募
集
期
間
●

　
1
月
23
日
月
〜
2
月
6
日
月

※
定
員
に
達
し
次
第
、募
集
は
終

了
し
ま
す
。

選
考
日
●
2
月
15
日
水

※
受
講
料
や
申
込
方
法
等
は
科

ご
と
異
な
り
ま
す
の
で
、詳
し
く

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
平
成
29
年
４
月
か
ら
、国
民
年

金
保
険
料
の
口
座
振
替
に
加
え

て
、現
金
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で

の
納
付
に
つ
い
て
も
、割
引
額
の

大
き
な「
２
年
前
納
」が
ご
利
用

い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

■
現
金（
納
付
書
）に
よ
る
前
納

　

任
意
の
月
か
ら
翌
年
度
末
ま

で
の
前
納
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

（
最
大
で
、４
月
分
〜
翌
々
年
３

月
分
ま
で
の
２
年
分
の
前
納
が

可
能
に
な
り
ま
す
。）

■
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る
前
納

　
新
た
に
２
年
前
納
が
可
能
に

な
り
ま
す
。現
在
の
口
座
振
替
に

よ
る
２
年
前
納
と
同
じ
く
、４
月

分
〜
翌
々
年
３
月
分
ま
で
の
保

険
料
を
４
月
末
に
納
付
い
た
だ

き
ま
す
。

　

現
金
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に

よ
る
２
年
前
納
の
申
し
出
受
付

は
、平
成
29
年
１
月
開
始
を
予
定

し
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、11
月
か
ら
お
送
り

し
て
い
る「
社
会
保
険
料（
国
民

年
金
保
険
料
）控
除
証
明
書
」の

お
知
ら
せ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、

日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
信
州
ま
つ
も
と
空
港
に
就
航

し
て
い
る
F
D
A
で
は
、お
誕
生

月
を
迎
え
る
ご
本
人
を
含
め
合

計
6
名
様
ま
で
利
用
で
き
る

「
バ
ー
ス
デ
ー
割
」を
始
め
ま
し

た
。札
幌
ま
で
は
片
道
1
万
８
，

０
０
０
円
、福
岡
ま
で
は
片
道
1

万
7
，0
0
0
円
で
行
く
こ
と
が

で
き
ま
す
。こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
、信

州
ま
つ
も
と
空
港
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

　
広
報
は
ら
12
月
号
に
お
い
て

次
の
記
載
に
誤
り
が
あ
り
ま
し

た
。お
詫
び
と
共
に
訂
正
い
た
し

ま
す
。

○
15
ペ
ー
ジ「
住
民
基
本
台
帳
閲

覧
状
況
の
公
表
」閲
覧
日

　

正
／
平
成
28
年
1
月
26
日

　

誤
／
平
成
28
年
1
月
25
日

○
裏
表
紙

　

正
／
清
水 

蒼
斗
く
ん

　

誤
／
清
水 

蒼
人
く
ん

問
・
■
■
■ 

原
村
商
工
会

　
☎
79
‐
4
7
3
8

申
込
先

お
知
ら
せ

イ
ベ
ン
ト

雪
と
戯
れ
よ
う
♪

ス
ノ
ー
ト
レ
ッ
キ
ン
グ

国
民
年
金
保
険
料

２
年
前
納
の
ご
案
内

募
　
集

問
岡
谷
年
金
事
務
所

　
☎
23
‐
3
6
6
1

信
州
ま
つ
も
と
空
港

割
引
運
賃
の
ご
案
内

問
信
州
ま
つ
も
と
空
港

☎
0
5
7
0
‐
55
‐
0
4
8
9

岡
谷
技
術
専
門
校

平
成
29
年
度
訓
練
生

問
長
野
県
岡
谷
技
術
専
門
校

　
☎
22
‐
1
2
6
5

お
詫
び
と
訂
正




